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 生活安全課長    藤 澤   仁 

  商工観光課長    山 崎 脩 平 

  農林水産課長    山 本 政 直 
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議会事務局長     新 木 利 夫 

書    記     西   清 孝 
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（議事日程） 

日程第１   諸般の報告 

日程第２   町長提出 議案第１１５号ないし第１２９号 

       （委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第３   町長提出 認定第１号ないし第１１号並びに同意第１号 

       （提案理由説明） 

日程第４   決算特別委員会の設置及び委員の選任並びに町長提出  

認定第１号ないし第１１号（委員会付託） 

日程第５   町長提出 同意第１号 

       （質疑、委員会付託、討論、採決） 

日程第６   人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件 

日程第７   各常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査事項の 

閉会中の継続審査の件 

 

（ 開  議 ） 

松浦 恒義議長 ただ今の出席議員は３０名であります。 
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定足数に達しておりますので、ただ今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．諸 般 の 報 告 

松浦 恒義議長 日程に入り、諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２   町長提出  議案第１１５号ないし第１２９号 

                   （委員長報告、質疑、討論、採決） 

松浦 恒義議長 次に、町長提出 議案第１１５号ないし第１２９号を一括して議題とい

たします。以上の各案の、委員会における審査の経過及び結果について、

委員長の報告を求めます。 
総務常任委員長 松島 信夫 君。 

松島 信夫総務 はい。議長 

常 任 委 員 長 総務常任委員長報告をいたします。 

平成１８年第３回の定例会において、総務常任委員会に付託されまし

た議案について、１１日、委員会を開催し、町長及び関係職員の出席を求

めて審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告申し上げま

す。 

まず、議案第１１５号 平成１８年度一般会計補正予算（第３号）に

ついての、歳入の主なものは、固定資産税や都市計画道路整備に伴うま

ちづくり交付金、統合中学校建設に係る公立学校施設整備費補助金、財

政調整基金などの基金繰入金、起債充当額の決定に伴い義務教育施設整

備事業債などを増額し、調定額の確定に伴う個人町民税、地方交付税の

普通交付税などを減額するものであり、歳出の主なものとしては、統合

中学校体育館に係る電源立地地域対策交付金が未収であったため財政調

整基金、特別財政基金で賄ったことから財政調整基金積立金などを増額

することにより、前年度繰上充用金を減額するものとの説明を受け、採

決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 
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審議に際し、委員からは電源立地地域対策交付金の収入の遅れ、固定

資産税の増加要因、国の三位一体改革による今後の地方交付税、補助金

等の動向等について質問がなされ、町長及び担当課長より詳細な説明を

受けております。 

次に、議案第１２３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の改正については、障害者自立支援法の規定により設

置する障害程度区分認定審査会の委員報酬を介護認定審査会委員になら

うとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決

しました。 

続いて、議案第１２８号 過疎地域自立促進計画の一部変更について

は、町道改良事業に３路線を追加するための計画変更との説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員から追加路線内容について質問がなされ、担当課長 

より詳細な説明を受けております。 

次に、議案第１２９号 工事請負契約の締結については、農業集落排

水事業（大笹地区）処理施設の機械設備工事に係るものと説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

審議に際し、委員からは処理人口等について質問がなされ、担当課長

より詳細な説明を受けております。 

また、その他の件としまして、委員からは合併特例債を満額活用し町

民の要望に沿った事業展開を図り、また、支所機能については、ある程

度予算執行権限を委譲できるよう要望があり、企画財政課長及び総務課

長からそれぞれ説明がありましたので併せて申し添えしておきます。 

最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につ

いて、議長に報告し、本会議において議決願うことで、各委員のご了承

をいただいたことも併せてご報告いたします。 

以上、総務常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 教育民生常任委員長 竹内 利長 君。 

竹内 利長教育 はい、議長。 

民生常任委員長 教育民生常任委員長報告をいたします。 
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今定例会において、教育民生常任委員会に付託されました案件について、

１２日、委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いた

しましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

まず、議案第１１５号「平成１８年度一般会計補正予算（第３号）」に

つきましては、民生費で、老人保健特別会計繰出金、法改正に伴う電算シ

ステム改修費を主とする介護保険特別会計繰出金、ショートステイ整備事

業、教育費で、統合中学校の備品購入費を増額するものが、主なものとの

説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しまし

た。 

審議に際し委員からは、統合中学校の備品購入費及び光熱費、保育士の

特殊勤務手当、障害福祉サービス利用計画作成委託料についての質問がな

され、それぞれ担当課長から詳細に説明を受けております。 

次に、議案第１１６号「国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」に

ついては、健康保険法等の改正により、保険財政共同安定化事業が新設さ

れ、１０月１日から施行されることに伴うものとの説明を受け、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第１１７号「老人保健特別会計補正予算（第１号）」につ

いては、平成１７年度医療給付費交付金の精算で、超過交付に伴い、県と

診療報酬支払基金へ償還するものとの説明を受け、採決の結果、いずれも

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２０号「介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

ては、介護保険のシステム改修及び平成１７年度国庫支出金等の精算返戻

金等の計上との説明を受け、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

続いて、議案第１２１号「町立診療所事業特別会計補正予算（第２

号）」については、志賀クリニックに常勤の医師２名を配置したことに伴

い、診療所の一部を増改築するものとの説明を受け、採決の結果、全会一

致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、医師配置後の患者数の動向についての質問がな

され、担当課長から詳細に説明を受けております。 
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次に、議案第１２２号「町立富来病院事業会計補正予算（第２号）」に

ついては、人事異動に伴う人件費の減額を行うものとの説明を受け、採決

の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、病院の診療時間についての質問があり、事務長

より詳細な説明を受けております。 

続いて、議案第１２４号「国民健康保険条例の一部改正」については、

健康保険法の改正に伴うものであり、一定の所得を有する７０歳以上の者

について、一部負担金の割合を２割から３割に改め、また出産一時金の額

を３０万円から３５万円に引き上げるものとの説明を受け、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２５号「町消防団の設置等に関する条例の一部改正」及

び第１２７号「石川県市町村消防団等公務災害補償等組合規約の変更」に

ついては、いずれも消防組織法の改正に伴い、それぞれ条例、規約に引用

している消防組織法の条番号を改正するものとの説明を受け、採決の結果、

それぞれ全会一致をもって可決すべきものと決しました。 

なお、今定例会の付託案件でありませんが、医療保険制度体系の見直し

について、老人保健制度が平成２０年度に廃止となり、新たに広域連合が

運営する７５歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が導入されるとの、

担当課長から詳細な説明を受けましたので、申し添えます。 

また、小学校再編整備について、早期に方向付けを示すべきであるとい

う意見、休止後の堀松保育園の利活用についての質問、少子化対策に伴う

独身男女の出会いの場の提供、仲人奨励金について、制度の再点検をとの

意見、また、１０月９日に開催される駅伝大会のコース決定にかかる経緯

について説明を受けましたが、コースについて、検討していただけないか

という要望がありましたので、併せて申し添えます。 

最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につい

て、議長に報告し、本議会において議決願うことで、各委員のご了承をい

ただいたことも併せて、ご報告いたします。 

以上、教育民生常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 産業建設常任委員長 角花 進 君。 
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角花  進産業 はい、議長。 

建設常任委員長 産業建設常任委員長報告をいたします。 

今定例会で、当委員会に付託されました議案について、１３日、委員会

を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたしましたので、

その経過並びに結果について、ご報告申し上げます。 

まず、議案第１１５号 平成１８年度一般会計補正予算（第３号）につ

きましては、農林水産業費で、家畜導入事業資金供給事業廃止に伴う基金

原資を国及び県に返還するための返還金や漁港整備に伴う漁協負担助成金

を増額し、土木費では、都市計画道路整備事業まちづくり交付金事業、定

住促進住宅造成事業の調査設計費等や豪雨災害による道路河川の災害復旧

費の計上が、主なものとの説明を受け、採決の結果、全会一致をもって、

可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、家畜導入事業資金供給事業の区域指定及び提供

内容やコミュニティ事業助成補助金の団体への補助内容・経緯、定住促進

住宅造成事業の基本計画の概要について質問がなされ、町長及び担当課長

から詳細に説明を受けるとともに、定住促進造成事業については、まちづ

くりを進める上でもできるだけ早くＰＲを行ってほしいとの要望もありま

したので併せて申し添え致します。 

次に、議案第１１８号 平成１８年度農業集落排水事業特別会計補正予

算（第 1 号）については、舘開地区の新規事業要求、概要書作成などの

事業費の追加が主なものであるとの説明を受け、採決の結果、全会一致を

もって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続いて議案第１１９号 平成１８年度公共下水道事業特別会計補正予算

（第 1 号）については、下水道整備構想エリアマップの作成、高浜地区

における舗装本復旧工事面積の増により増額補正するものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

審議に際し委員からは、基金の残高について質問がなされ、担当課長よ

り詳細に説明を受けております。 

次に、議案第１２６号 工場設置奨励に関する条例の改正については、
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産業の振興を目的とした能登中核工業団地及び堀松工場団地以外の区域で、

工場及び設備を新増設した者に対して交付する奨励金の対象となる要件の

緩和及び条文を明確化するための所要な修正を行うものとの説明を受け、

採決の結果、全会一致をもって、可決すべきものと決しました。 

審議に際し委員からは、奨励措置内容等について質問がなされ、担当課

長より詳細に説明を受けております。 

なお、今定例会の付託案件ではありませんが、農業集落排水事業（大笹

地区）の工事概要について、担当課長より詳細な説明がありましたので、

ご報告いたします。 

最後に、当委員会では、所管事務調査のため、閉会中の継続審査につい

て、議長に報告し、本会議において議決願うことで各委員のご了承をいた

だいたことも併せて、ご報告いたします。 

以上、産業建設常任委員長報告といたします。 

松浦 恒義議長 委員長の報告を終わります。 

      

（ 質 疑 ） 

松浦 恒義議長 これより、委員長報告に対する質疑を許します。 

         （発言なし） 

松浦 恒義議長 ご発言がありませんので、質疑なしと認めます。 

      

（ 討 論 ） 

松浦 恒義議長 これより、以上の各件に対する討論に入ります。 

         （発言なし） 

松浦 恒義議長 ご発言がありませんので、討論なしと認めます。 

              

（ 採 決 ） 

松浦 恒義議長 これより、採決いたします。 

まず、町長提出 議案第１１５号を採決いたします。本案に対する委員

長の報告は、原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決するこ

とに、賛成の諸君の起立を求めます。 
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（起立 ２９名） 

松浦 恒義議長 起立全員であります。 

よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第１１６号ないし第１２２号を一括して採決いた

します。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

続いて、町長提出 議案第１２３号ないし第１２８号を一括して採決い

たします。 

以上の各案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

以上の各案は、委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上の各案は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、町長提出 議案第１２９号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（起立 ２９名） 

松浦 恒義議長 起立全員。 

よって、本案は委員長報告のとおり、可決されました。 

 

      

日程第３．町長提出 認定第１号ないし第１１号並びに同意第１号 

（ 提 案 理 由 説 明 ） 

松浦 恒義議長 次に、本日町長から提出のありました、認定第１号ないし第１１号並び

に同意第１号に対する提案理由の説明を求めます。 
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細川町長。 

細川 義雄町長 はい、議長。 

去る９月５日に提出いたしました案件に追加して、本日提案することを

お認めいただきました案件１２件について、ご説明申し上げます。 

本日追加提案いたしました案件は、平成１７年度の各会計の決算認定が

１１件、教育委員会委員の任命についての同意が１件であります。 

認定第１号ないし認定第１１号は、平成１７年度の志賀町一般会計、国

民健康保険特別会計、老人保健特別会計、農業集落排水事業特別会計、公

共下水道事業特別会計、地域し尿処理施設整備事業特別会計、介護保険特

別会計、町立診療所事業特別会計、簡易水道事業特別会計、水道事業会計

及び町立富来病院事業会計について、地方自治法第２３３条第 1 項により

決算を調製いたしましたので、同条第３項による監査委員の意見及び同条

第４項による関係書類を付して提出し、議会の認定を求めるものでありま

す。なお、決算の内容につきましては、説明を省略させていただきます。 

同意第１号は、志賀町教育委員会の委員の任命についてであります。 

穴田 實氏は、昨年１０月２２日に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条及び同法施行令第２０条により、任期を１年として任命いた

しましたが、引き続き同氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意を求

めるものであります。なお、新たな任期は、平成２２年１０月２１日まで

の４年間であります。 

以上で、本定例会の追加案件についての説明を終わらせていただきます

が、議員の皆様におかれましては、何とぞ適切なるご決議を賜りますよう

お願いを申し上げます。 

松浦 恒義議長 説明を終わります。 

      

日 程 第 ４ .決 算 特 別 委 員 会 の 設 置 及 び 委 員 の 選 任 並 び に 

町長提出 認定第１号ないし第１１号 

（ 委 員 会 付 託 ） 

松浦 恒義議長 続いて、決算特別委員会の設置の件を議題といたします。 

お諮りいたします。認定第１号ないし第１１号、平成１７年度一般会計
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ほか１０会計の決算につきましては、１２名の委員をもって構成する決算

特別委員会を設置し、これを付託のうえ、閉会中の継続審査とすることに

したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

ただいま設置されました、決算特別委員会の委員の選任につきましては、

委員会条例第７条第１項の規定により、ただ今から配布します名簿の議員

を指名いたしたいと思います。 

(名 簿 配 布) 

松浦 恒義議長 お諮りいたします。 

ただ今配布いたしました名簿のとおり、 

南 政夫君、橘 照茂君、須磨 隆正君、越後 敏明君、 

田中 正文君、福田 英雄君、堂下 健一君、桜井 俊一君、 

萬上 俊之君、戸坂 忠寸計君、辻 武美君、稲村 幸雄君を 

それぞれ指名いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本特別委員会の委員は、以上のとおり選任することに決定しま

した。 

ここで暫時、休憩をいたします。 

（休  憩） （午後 ２時４９分） 

（再  開） （午後 ２時５５分、出席議員３０名） 

松浦 恒義議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中、決算特別委員会で、正副委員長の互選が行われ、その結果が議

長の手元にまいっておりますので、この際、ご報告いたします。 

決算特別委員長 戸坂 忠寸計 君、 

同副委員長   桜井 俊 一 君、 
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以上のとおり選任された旨、報告がありました。 

 

日程第５.町長提出 同意第１号ないし同意第５号 

（ 質 疑 、 委 員 会 付 託 、 討 論 、 採 決 ） 

松浦 恒義議長 これより、町長から提出のありました同意第１号を議題といたします。 

本件は、人事案件につき、この際、質疑、委員会付託及び討論を省略し、

直ちに採決したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

これより、採決いたします。 

本件は、同意することに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は、同意されました。 

 

日程第６. 人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件 

松浦 恒義議長 次に、人権擁護委員の推薦につき、議会の意見を求める件を議題といた

します。 

本件は、人権擁護委員に 金谷 由紀枝 君、藤井 道代 君を推薦す

ることにつき、議会の意見を求めるものであります。 

お諮りいたします。 

本件は、お手元に配布いたしました意見のとおり、適任とし、答申いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、そのように答申いたします。 
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日程第７.各委員会所管事務調査事項の閉会中継続審査の件 

松浦 恒義議長 次に、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、お手元に配

布のとおり、所管事務調査の閉会中継続審査の申し出がありましたので、

これを議題といたします。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

松浦 恒義議長 ご異議なしと認めます。 

よって、以上のとおり決しました。 

 

（  閉 議 ・ 閉 会  ） 

松浦 恒義議長 以上をもちまして、今定例会の議事すべてを終了いたしました。 

平成１８年第３回志賀町議会定例会は、本日をもって閉会いたします。

これにて散会いたします。 

（午後 ２時５８分 散会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 

 

 

  志賀町議会議員 

 

 

  志賀町議会議員 
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議 長 報 告 

 

１．議長報告第２５号 

閉会中継続審査について 

  ①議会運営委員会委員長 

②総務常任委員会委員長 

③教育民生常任委員会委員長 

④産業建設常任委員会委員長 

 

２．議長報告第２６号 

 委員会審査報告について 

①総務常任委員会委員長 

②教育民生常任委員会委員長 

③産業建設常任委員会委員長 

 

３．議長報告第２７号 

 所管事務調査通知及び委員派遣承認要求について 

①原子力発電所対策特別委員会 

   平成１８年１０月１日から４日 

   九州電力：川内原子力発電所 

   薩摩川内市役所(使用済み核燃料税の課税までの経緯と現状について) 

②生活環境等対策特別委員会 

平成１８年１０月１日から４日 

   九州電力：川内原子力発電所 

   薩摩川内市役所(使用済み核燃料税の課税までの経緯と現状について・定住促進制

度の概要と現状について) 

 

４.入札結果報告について 

(平成１８年９月１２日  ６件) 

 


